
北九州市立緑地保育センター管理要綱 
 
 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例（昭

和４７年北九州市条例第４号）第９条の規程に基づき、北九州市立緑地保育

センター（以下、「緑地保育センター」という。）の管理について必要な事項

を定めるものとする。 
 
（施設の管理運営） 
第２条 緑地保育センターの管理については、指定管理者に指定するものとす

る。 
２ 指定管理者は、市との間に締結された協定書に基づき、施設の管理運営

を行うものとする。 
 
（職員の配置） 
第３条 指定管理者は、緑地保育センターに次の職員を配置するものとする。 
     所長         １人 
     指導員        ２人 
     保育士        ２人 
     嘱託医師（非常勤）  １人 
 
（利用者の資格） 
第４条 緑地保育センターを利用できるものは、原則北九州市内に所在する保

育所、幼稚園その他幼児の集団（以下、「利用者」という。）で、保育士、教

諭その他指導者又は保護者が随行するものとする。ただし、前述の利用者の

使用を妨げないときは、市外からの利用者も対象とすることができる。 
 
（利用の申込み） 
第５条 緑地保育センターを利用しようとするときは、利用申込書（別紙様式）

を事前に、緑地保育センター所長に提出し、その承認を受けなければならな

い。 
 
（事業） 
第６条 緑地保育センターにおいては、宿泊・日帰り・親子宿泊、その他市と



指定管理者で協議のうえ定めた事業を実施するものとする。 
 
（その他） 
第７条 その他必要な事項は、市と指定管理者が協議のうえ定めるものとする。 
 
付則 
この要綱は昭和５０年１０月１日から施行する。 
この要綱は昭和５１年 ７月１日から施行する。 
この要綱は平成１８年 ４月１日から施行する。 


